


【国保】

M-20 有床義歯

《令和３年２月２６日新規》

○ 取扱い

原則として、歯周病安定期治療期間中の有床義歯の算定を認める。

○ 取扱いの根拠

歯周病安定期治療は、４ミリメートル以上の歯周ポケットを有するもの

に対して一時的に安定している状態にある場合に行われる治療であり、歯

周組織が安定している状況で、有床義歯を製作することが臨床上あり得る

ものと考えられる。


